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  建築基準法第４ ２ 条第１ 項第５ 号の規定に基づく  

  道路位置指定に関する 指定基準 

 

第１ （ 適用範囲）  

 

     こ の指定基準は、 建築基準法（ 昭和２ ５ 年法律第２ ０ １ 号。 以下「 法」 と いう 。 ） 第４  

  ２ 条第１ 項第５ 号の規定に基づき 、 土地を 建築物の敷地と し て 利用する た め、 道を 築造し  

  よ う と する 者が特定行政庁から その位置の指定を 受ける も のに ついて 適用する 。 こ の場合 

  開発許可制度の適用を 受けな いも のに 限る 。  

 

第２ （ 道路位置指定基準）  

 

     法第４ ２ 条第１ 項第５ 号の規定に基づく 道の位置の指定は、 次の１ から ３ ま で に掲げる  

    基準に適合する も ので な ければな ら な い。 た だ し 、 市に寄附受納する こ と を 前提と し て 申 

  請する 場合の道路の幅員そ の他構造に ついて は、 １ の道路に関する 基準にかかわら ず橿原 

  市道路管理者が指示する 事項に適合し な ければな ら な い。  

 

 

  １ ． 道路に関する 基準 

 

   道路に関する 基準は、 次のと おり と する 。  

 

1)  道路の配置計画等は、 橿原市の都市計画等に支障のな いも ので ある こ と 。 ま た 、 既 

存の公共施設の機能に支障を き たさ な いよ う に計画さ れて いる と と も に、 新たに道路 

と な る こ と によ っ て 隣接する 既存建築物等が建蔽率、 道路斜線な ど 法の規定に抵触す 

る こ と のな いよ う に計画さ れて いる こ と 。  

2)  道路の幅員（ 有効幅員） は、 ４ .  ５ ｍ以上で ある こ と 。 ただし 、 特定行政庁が周囲 

 の状況によ り やむを 得な いと 認めた 場合はこ の限り で な い。  

3)  両端が他の道路に接続し た も ので ある こ と 。  

4)  前号の規定にかかわら ず、 次のア から オま で のいずれかに該当する 場合において は、  

 袋路状道路（ 法第４ ３ 条第３ 項第５ 号に 規定する 袋路状道路を い う 。 以下同じ 。 ） と  

する こ と がで き る 。  

ア ． 延長（ 既存の幅員６ ｍ未満の袋路状道路に接続する 道路にあっ て は、 当該袋路状 

道路が他の道路に接続する ま で の部分の延長を 含む。 ウにおいて 同じ 。 ） が３ ５ ｍ  

以下の場合 

イ ． 終端が公園、 広場そ の他こ れら に類する も ので 自動車の転回に支障がな いも の接 

続し て いる 場合 

ウ． 延長が３ ５ ｍ を 超え る 場合で 、 終端及び区間３ ５ ｍ以内ご と に自動車の転回広場 



- 2 -

が設けら れて いる 場合 

エ ． 幅員（ 有効幅員） が６ ｍ以上の場合 

オ． ア から エ ま で に準ずる 場合で 、 特定行政庁が周囲の状況によ り 避難及び通行の安 

全上支障がな いと 認めた 場合 

5)  自動車の転回広場 

自動車の転回広場は、 道路の中心線から 水平距離が２ ｍを 超え る 区域内において 小 

型四輪自動車（ 道路運送車両法施行規則（ 昭和２ ６ 年運輸省令第７ ４ 号。 ） 別表第１  

に規定する 小型自動車で 四輪のも のを いう 。 ） のう ち 最大な も のが２ 台以上停車する  

こ と がで き 、 かつ、 こ れら の小型四輪自動車が転回で き る 形状のも ので ある こ と 。  

6)  隅切り  

道路が同一平面で 交差し 、 若し く は接続し 、 又は屈曲する 箇所（ 内角が１ ２ ０ 度以 

上の場合を 除く 。 ） には、 角地の隅角を 挟む辺の長さ ２ ｍ の二等辺三角形の部分を 道 

路に含む隅切り を 設けた も ので ある こ と 。 ただ し 、 特定行政庁が周囲の状況によ り や 

むを 得な いと 認め、 又はそ の必要がな いと 認めた 場合において は、 こ の限り で な い。  

7)  勾配 

ア ． 縦断勾配は９ ％（ 地形等によ り 特定行政庁がやむを 得な いと 認めた場合は、 １ ２  

％） 以下で あり 、 かつ、 階段状で な いも ので ある こ と 。 た だ し 、 特定行政庁が周囲 

の状況によ り 避難及び通行の安全上支障がな いと 認めた 場合において は、 こ の限り  

で な い。  

イ ． 適切な 値の横断勾配が附さ れて いる こ と 。  

8)  排水施設 

ア ． 道路には、 道路及びこ れに接する 敷地内の雨水及び汚水（ 雑排水を 含む。 以下同 

じ 。 ） を 排出する ため、 必要な 側溝、 下水管そ の他の排水施設が道路位置指定に関 

する 排水施設設置基準によ り 設けら れて いる こ と 。  

イ ． 公共下水道（ 汚水） 管を 埋設し な い場合は、 将来当該管を 整備する た めのス ペー 

ス を 道路内に確保する こ と 。  

9)  舗装等 

ア ． ア ス フ ァ ルト コ ン ク リ ート 舗装を 標準と し 、 砂利敷等ぬかる みと な ら な い構造と  

     する こ と 。    

イ ． 道路構造物と し て 擁壁を 設ける 場合には安全上支障のな い構造と し 、 奈良県の「  

宅地造成等規制法に関する 技術基準」 によ る こ と 。  

10)  境界の明示方法 

道路境界線は、 側溝、 肩石等の連続し た 堅固な も ので 明示さ れて いる こ と 。  

11)  維持管理 

築造さ れる 道路の維持管理者が定めら れて おり 、 将来にわた っ て 適切に維持管理さ  

    れる も ので ある こ と 。  
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２ ． 敷地に関する 基準 

    

    建築物の敷地と し て 利用する 土地に関する 基準は、 次のと おり と する 。  

1)  建築物の敷地と し て 利用する 土地は、 そ れを 利用する う え で 安全上及び衛生上支障 

 のな いも ので ある こ と 。 な お、 擁壁を 設ける 場合には安全上支障のな い構造と し 、 奈 

良県の「 宅地造成等規制法に関する 技術基準」 によ る こ と 。  

2)  雨水及び汚水を 排出する た め、 宅内桝そ の他の排水施設が設置さ れて いる こ と 。  

3)  一宅地の敷地面積は、 １ ０ ０ ㎡以上で ある こ と 。  

4)  指定を 受けよ う と する 道路を 利用する 宅地は、 原則と し て 2 以上と する こ と 。  

 

 

３ .  関係権利者等の承諾に関する 基準 

 

1)  指定を 受けよ う と する 道路の敷地と な る 土地の所有者及びその土地又はそ の土地に 

ある 建築物若し く は工作物に関し て 権利を 有する 者並びに当該道を 建築基準法施行令 

（ 昭和２ ５ 年政令第３ ３ ８ 号） 第１ ４ ４ 条の４ 第１ 項及び第２ 項に規定する 基準に適 

合する よ う に管理する 者（ 以下「 関係権利者等」 と いう 。 ） の承諾を 得て いる こ と 。  

2)  指定を 受けよ う と する 道路の敷地と な る 土地内又は建築物の敷地と し て 利用する 土 

地内に里道、 水路等がある 場合は、 用途廃止、 付け替え 、 占用等の手続き が完了し て  

いる こ と 。  

 

第３ （ 申請手続）  

 

１ ． 道路の位置の指定を 受けよ う と する 者（ 以下「 申請者」 と いう 。 ） は、 道路を 築造す 

る 前に特定行政庁に道路位置指定申請書を 提出し 、 事前に書類審査を 受けな ければな ら  

な い。 な お、 申請書の添付図書及び部数に ついて は別途定める 。  

２ ． 特定行政庁は、 申請者から 道路位置指定申請書の提出があっ た と き は、 関係各課の意 

見を 聴く と と も に、 道路位置指定申請書の書類審査を 行い、 その結果適正と 認めら れる  

も のについて はそ の旨を 申請者に通知する こ と と し 、 申請者は当該通知がある ま で 道路 

の築造を 開始し て はな ら な い。  

３ ． 申請者は、 道路の築造が完了し たと き は、 道路位置指定に関する 築造完了届（ 様式４  

号） 、 工事写真及び完成写真（ 全景） を 特定行政庁に提出し 、 現場審査を 受けな ければ 

な ら な い。  

４ ． 申請者は、 特定行政庁の現場審査後、 速やかに、 指定を 受けよ う と する 道路の敷地と  

な る 土地の登記事項証明書、 地籍図及び確定丈量図並びに、 申請時よ り 関係権利者等に 

変動があっ た場合にはそ の者の承諾書に印鑑証明書を 添え て 特定行政庁に提出し な けれ 

ばな ら な い。  

５ ． 特定行政庁は、 現場審査の結果、 こ の指定基準に適合し て いる と 認めら れる も のにつ 

いて 、 その道路の位置を 指定し 、 そ の旨を 公告する と と も に申請者に通知する こ と と す 

る 。  

６ ． 道路の位置の変更又は廃止を 受けよ う と する 者（ 以下「 変更等申請者」 と いう 。 ） は、  
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道路を 変更し 、 又は廃止する 前に道路位置指定変更・ 廃止申請書を 提出し 、 事前に書類 

審査を 受けな ければな ら な い。な お、申請書の添付図書及び部数について は別途定める 。  

７ ． 特定行政庁は、 変更等申請者から 道路位置指定変更・ 廃止申請書の提出があっ た と き  

は、 橿原市道路管理者そ の他関係機関の意見を 聴く と と も に、 当該申請書の書類審査を  

行い、 その結果適正と 認めら れる も のについて はそ の旨を 変更等申請者に通知する こ と  

と する 。  

８ ． 変更等申請者は、 道路位置指定変更に 係る 工事が完了し たと き は、 特定行政庁の現場 

審査を 受けな ければな ら な い。  

      

     

 

附 則 

１ ． こ の指定基準は、 平成１ ０ 年４ 月１ 日から 施行する 。  

２ ． こ の指定基準の施行の際、 既に道路の位置指定を 申請さ れて い る も のについて は、 こ  

の指定基準は適用せず、 な お従前の例によ る 。  

 

附 則 

１ ． こ の指定基準は、 平成１ ４ 年７ 月１ 日から 施行する 。  

２ ． こ の指定基準の施行の際、 既に道路の位置指定を 申請さ れて い る も のについて は、 こ  

の指定基準は適用せず、 な お従前の例によ る 。  

 

附 則 

１ ． こ の指定基準は、 平成１ ７ 年４ 月１ 日から 施行する 。  

２ ． こ の指定基準の施行の際、 既に道路の位置指定を 申請さ れて い る も のについて は、 こ  

の指定基準は適用せず、 な お従前の例によ る 。  

 

附 則 

１ ． こ の指定基準は、 平成１ ９ 年６ 月２ ０ 日から 施行する 。  

２ ． こ の指定基準の施行の際、 既に道路の位置指定を 申請さ れて い る も のについて は、 こ  

の指定基準は適用せず、 な お従前の例によ る 。  

 

附 則 

１ ． こ の指定基準は、 平成３ ０ 年４ 月１ 日から 施行する 。  

２ ． こ の指定基準の施行の際、 既に道路の位置指定を 申請さ れて い る も のについて は、 こ  

の指定基準は適用せず、 な お従前の例によ る 。  

 

附 則 

１ ． こ の指定基準は、 平成３ ０ 年１ ０ 月１ ０ 日から 施行する 。  

２ ． こ の指定基準の施行の際、 既に道路の位置指定を 申請さ れて い る も のについて は、 こ  

の指定基準は適用せず、 な お従前の例によ る 。  


